
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  定期借地権の評価対象除外者 

Ｑ：定期借地権の評価は、課税上弊害があ

る親族間取引の場合、適用できないそうです

が、どのような場合が該当するのですか？ 

 

Ａ：次の場合が該当します。 

【解説】 

相続税では、定期借地権の簡便的な評価方

法を認めていますが、次の親族間の取引があ

るものについては、課税上弊害があるとして

認めていません。 

 ①６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族 

 ②借地権設定者と婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者 及

びその者と生計を一にしているもの 

 ③借地権設定者の使用人又は使用人以外の者

で借地権設定者から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持しているもの又はこ

れらの親族でその者と生計を一にしている

もの 

 ④借地権設定者が会社役員となっている場合

のその会社 

 ⑤借地権設定者、その親族、上記②及び③に

掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係に

ある法人を判定の基礎とした場合に「同族

会社」に該当する法人 

 ⑥上記④又は⑤に掲げる法人の役員、使用人 

 ⑦借地権設定者が、他人とともに借地人とな

る場合に限り、自己を借地人として借地権

を設定する場合 

 ⑧借地権設定者が、他にも土地所有者以外の

借地権者が存する場合で、後発的に借地権

者となった場合 
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